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教 育 委 員 会 規 則 

 

滋賀県立学校の管理運営等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和４年４月１日 

 滋賀県教育委員会教育長 福 永 忠 克 

滋賀県教育委員会規則第４号 

滋賀県立学校の管理運営等に関する規則の一部を改正する規則 

滋賀県立学校の管理運営等に関する規則（昭和32年滋賀県教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項第２号中「および総合的な学習の時間」を「、総合的な学習の時間および総合的な探究の時間」に改

める。 

第10条中「保護者」を「保護者等（学校教育法（昭和22年法律第26号）第16条に規定する保護者その他これに準ず

る者をいう。以下同じ。）」に改める。 

第11条第１項中「保護者（親権者または未成年後見人をいう。以下同じ。）」を「保護者等」に改める。 

第11条第２項、第11条の２、第11条の３第１項、第11条の４第２項および第11条の５中「保護者」を「保護者等」

に改める。 

第13条の見出しを「（保護者等の届出等）」に改め、同条第１項中「保護者および保証人（入学を許可された者が、

学齢児童生徒である場合にあつては、保護者）」を「保護者等」に改め、同条第２項を削る。 

第14条中「保護者および保証人」を「保護者等」に改める。 

第15条、第39条第２項および第40条第３項中「保護者」を「保護者等」に改める。 

別記様式第３号中 

「本 人 の 住 所 

 氏    名 

 

保護者の住所 

 保 護 者 氏 名 

 本人との続柄 

 

 保護者の住所 

 保 護 者 氏 名 

 本人との続柄」 

を 

「本 人 の 住 所 

 氏     名 

 

保護者等の住所 

 保護者等氏名 

 本人との続柄 

 

 保護者等の住所 

 保護者等氏名 

 本人との続柄」 

に改める。 
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「本 人 の 住 所 

 氏     名 
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別記様式第４号中 

保護者の住所 

 保 護 者 氏 名 

 本人との続柄 

 

 保護者の住所 

 保 護 者 氏 名 

 本人との続柄」 

 

 

 

を 

保護者等の住所 

 保護者等氏名 

 本人との続柄 

 

 保護者等の住所 

 保護者等氏名 

本人との続柄」 

 

 

 

に改める。 

付 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にある改正前の滋賀県立学校の管理運営等に関する規則に定める様式による用紙は、当分

の間、所要の調整を加えて使用することができる。 
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